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だいた株主さまに対して交付する書面には記載しておりません。
本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆さまに
電子提供措置事項から上記①から③の内容を除いたものを記載した書面を一律で
お送りいたします。

目　　　次



2023/05/15 8:59:49 / 22945738_沖縄セルラー電話株式会社_招集通知

業務の適正を確保するための体制_表紙

①事業報告の

「６．業務の適正を確保するための体制」

「７．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」
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６．業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法第362条第５項の規定に基づき、「内部統制システム構築の基本方針」を取締役会にて決議、対外的に公
表し、会社業務の執行の公正性、透明性及び効率性を確保するとともに、企業クオリティを向上すべく、実効性のある内部
統制システムの整備を図っております。

Ⅰ．コーポレートガバナンス
１．取締役会

取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、取締役会規則及び取締役会付議基準に基づき、法令等に定める重要
事項の決定を行うとともに取締役等の適正な職務執行が図られるよう監督する。

取締役の職務執行に係る情報については、社内規程に従い適切に保存及び管理を行う。

２．業務執行体制
①権限と責任体制の明確化を図り、有効かつ効率的に業務を遂行する。
②取締役会付議事項の他、業務執行に係る重要事項については、常勤取締役、執行役員等にて構成される常勤役員会に

おいて、常勤役員会規程に基づき審議し、決定する。

３．監査役の職務遂行の実効性を確保するための体制
①監査役が取締役会に出席する他、社内主要会議に出席するとともに、重要な会議の議事録、稟議、契約書を閲覧する

ことができる措置を講じる。
②取締役及び使用人、子会社の取締役等並びに内部監査部門は、監査役の職務遂行に必要な情報を適宜・適時に監査役

に報告する他、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は直ちに監査役に報告する。
また、取締役及び使用人、子会社の取締役等並びに内部監査部門は、監査役と意見交換を行い、連携を図る。

③監査役の職務を補助するための体制をつくり、従事する使用人の人事については、適性・要員数等、監査役の意見を
尊重し、適切な要員の確保を図る。

④監査役に対する報告を行ったことにより、報告を行った者が不利益を被らない措置を講じる。
⑤監査役が職務を実効的に遂行可能とするために必要な費用を確保する。

Ⅱ．コンプライアンス
１．全ての役職員は、職務の執行に際し遵守すべき基本原則を掲げた「沖縄セルラー行動指針」に基づき、常に高い倫理

観を維持し、適正な職務の執行を図る。

２．反社会的勢力に対しては毅然とした対応をとり、一切の関係遮断に取り組む。

３．当社グループの企業倫理に係る企業体において、当社グループ各社の重大な法令違反その他コンプライアンスに係わ
る問題、事故の早期発見・対処に取り組む。

４．社内外に設置されているコンプライアンスに係る内部通報制度の適切な運用を図る。

５．社内外研修、社内の啓発活動等により、コンプライアンスの理解と意識向上に努める。

Ⅲ．経営目標を適正、かつ効率的に達成するためのリスク管理
１．取締役等で構成される常勤役員会等において、当社グループの持続的な成長を図るべく、ビジネスリスクの分析及び

事業の優先付けを厳正に行い、適切な経営戦略や経営計画を策定し、月次でビジネスリスクの監視及び業績管理の徹底
を図る。

２．「代表取締役社長」を｢内部統制責任者｣とし、経営目標を適正かつ効率的に達成するため、以下の活動を自律的に推
進する。
①リスク情報を定期的に洗い出し、これを一元的に管理するリスク管理部門を中核とし、全ての部門、役職員が連携し

て、社内関連規程に基づき、当社グループのリスクを適切に管理し、経営目標の適正かつ効率的な達成に取り組む。
②会社事業に重大かつ長期にわたり影響を与える事項については、事業へのリスクを可能な限り低減するための対応策

を検討し、策定する。
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③財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に従い、連結ベースで全社的な内部
統制の状況や重要な業務プロセスについて、文書化、評価及び改善を行い、財務報告の信頼性の一層の向上を図る。

④業務の有効性・効率性の向上や資産の適正な取得・保管・処分等、当社グループの業務品質向上のために必要な体制
の整備、充実を図る。

３．電気通信事業者として、以下の取り組みを行う。
①通信の秘密の保護

通信の秘密は、これを保護することが当社グループの企業経営の根幹であり、これを厳守する。
②情報セキュリティ

お客さま情報等の漏洩の防止、電気通信サービス用ネットワークへのサイバーテロの防護など会社の全情報資産の
管理については、情報セキュリティに関する会議体等において、その施策を策定し、役職員が連携して情報セキュリ
ティの確保を図る。

③災害時等におけるネットワーク及びサービスの復旧
重大な事故・障害、大規模災害等による通信サービスの停止、中断等のリスクを可能な限り低減するため事業継続

計画(BCP)を策定し、ネットワークの信頼性向上とサービス停止の防止施策を実施する。非常災害発生時等には迅速
な復旧等のため、可及的速やかに対策本部を設置して対応にあたる。

Ⅳ．ステークホルダーとの協働に係る取り組み
１．全社を挙げて以下の取り組みにより、当社グループの活動全体に対する支持と信頼を獲得し、お客さま満足度の向上

と顧客基盤の強化・拡大を達成する。
①お客さまニーズや苦情への迅速かつ適切な対応により、お客さまの体験価値の向上を目指す CX（Customer 

Experience）活動に取り組む。
②諸法令を遵守し、お客さまに安心、安全で高品質な製品・サービスを提供するとともに、製品・サービスの提供にあ

たっては、お客さまが適切に製品・サービスを選択し利用できるよう、わかりやすい情報の提供と適正な表示を行
う。

２．全てのステークホルダーから理解と信頼を得るため、当社グループの経営の透明性を確保し、当社グループの広報・
IR活動の更なる充実に努める。

３．会社を取り巻くビジネスリスクについては、情報開示に係る会議体において、公正に洗い出し、適時、適正に開示す
る。更に当社グループの社会的責任に係る事項について、環境への取り組みや社会的貢献等を推進する。

Ⅴ．企業集団における業務の適正を確保するための体制
１．経営に係る重要事項について、ＫＤＤＩ株式会社と定期的に情報を共有し協議することにより適切な関係を保持しつ

つ、連携して当社グループ全体の業務の適正を確保する。

２．子会社の業務の適正を確保するためグループ会社管理規定を定める。

３．グループ会社管理規程に基づき、子会社からの適宜・適時な報告を行う体制を整備し、子会社との連携を図る。

４．グループ会社管理規定に基づき、子会社でのリスクを適切に管理し、経営目標の適正かつ効率的な達成に取り組む。

５．当社グループの企業倫理に係る会議体を通じて、子会社の重大な法令違反、その他コンプライアンスに係わる問題、
事故の早期発見・対処に取り組むとともに、子会社に内部通報制度を導入し、適切に運用する。

また、「沖縄セルラー行動指針」に基づき、子会社全職員が常に高い倫理観を維持し、適正な職務の執行を図る体制
を確保する。

Ⅵ．内部監査
当社グループの業務全般を対象に内部監査を実施し、内部統制体制の適切性や有効性を定期的に検証する。内部監査結

果は、問題点の改善・是正に関する提言を付して代表取締役社長に報告する他、監査役に報告するとともに、取締役・監
査役との共有を図る。
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７．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、会社法第362条第５項の規定に基づき取締役会にて決議・公表した「内部統制システム構築の基本方針」によ
り、会社業務の執行の公正性、透明性及び効率性を確保するとともに、企業クオリティの向上に努めております。

１．コーポレートガバナンス
(1) 取締役会

当社では、取締役会規則及び取締役会付議基準に基づき取締役会を開催しております。
2022年度においては６回の取締役会を開催し、法令等に定める重要事項や経営計画等の決定を行うとともに、取

締役等の適正な職務執行が図られるよう監督しております。

(2) 業務執行体制
①業務執行については、執行役員制度を採用し、執行役員規程に基づき権限の委譲と責任体制の明確化を図ってお

ります。
②業務執行に係る重要事項については、常勤取締役、執行役員等にて構成される常勤役員会において、常勤役員会

規程に基づき審議し、決定しております。
2022年度においては14回の常勤役員会を開催し、経営上の重要事項の審議を実施しております。

(3) 監査役の職務遂行の実効性を確保するための体制
①監査役が、取締役会の他、社内主要会議に出席することができる体制を整えるとともに、重要な会議の議事録、

稟議書等を閲覧することができる措置を講じております。
②経営層に報告を行う重要な事項については、適宜適切に監査役に報告を行うほか、当社及び子会社に著しい損害

を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査役に報告することとしています。また、監査役との間で
は、代表取締役等との定期的な会合に加えて内部監査部門との意見交換を通じて、連携を図っております。

③監査役の職務を補助するための体制をつくり、従事する使用人の人事については適正・要員数等、監査役の同意
を得て実施しております。

④内部通報処理規程において、監査役への報告に際し報告者は不利益を被らない旨を明記しております。
⑤監査役の職務遂行に必要な費用を確保し、請求された費用を適切に負担しております。

２．コンプライアンス
(1) 全ての役職員が職務の執行に際し遵守すべき基本原則を掲げた「沖縄セルラー行動指針」に基づき、常に高い倫理

観を維持し、適正な職務の執行を図れるよう、部門横断で「沖縄セルラー行動指針」について意見交換する場を設
ける等、その浸透に努めております。

(2) 反社会的勢力に対しては、eラーニングによる定期的な学習や契約書等に反社会的勢力の排除を明記する等、一切の
関係遮断に取組んでおります。

(3) 当社グループ各社の重大な法令違反、不祥事等の早期発見・対処に取り組むため、企業倫理委員会を定期的（年２
回）に開催しております。

(4) 内部通報制度の運用にあたっては、アンケートによる従業員への認知調査、ポスターの掲示、代理店への定期案内
等による浸透活動を実施しております。

(5) コンプライアンスに対する従業員の意識向上のため、経営層、管理者、一般従業員の各層に対し、教育機会の場を
設けております。

３．経営目標を適正かつ効率的に達成するためのリスク管理
(1) 取締役等で構成される常勤役員会等において、当社グループの持続的な成長を図るべく、事案毎のビジネスリスク

の分析及び事業の優先付けを厳正に審議し、決定しております。

(2) 「代表取締役社長」を「内部統制責任者」とし、経営目標を適正かつ効率的に達成するため、以下の活動を自律的
に推進しております。
①リスクマネジメント部が主管となり、リスクマネジメント活動方針及び運用状況等を取締役等に定期的（年２

回）に報告しております。
②リスクマネジメント部が主管となり、各部門及び子会社において、期初・上期末・下期末の３回リスク点検を実

施し、重要リスクに係る課題と対応状況をモニタリングしております。

－ 4 －
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③財務報告の信頼性確保を図るため金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に従って連結ベースで評価を行い、
財務報告の信頼性の一層の向上を図っております。

④業務の有効性・効率性・生産性向上のため、RPAを推進する部門を設置し、全社的な目標を設定の上、全社で業
務プロセス改善に取り組んでおります。

(3) 電気通信事業者としての取り組み
①通信の秘密の保護

通信事業の根幹である「通信の秘密」については、制度、業務プロセス、システム等の面から保護に取り組ん
でおり、課題が発生した場合には法令に基づき適正に対処し、再発防止策について実施に取り組んでおります。

②情報セキュリティ
お客さま情報等の漏洩の防止、電気通信サービス用ネットワークへのサイバー攻撃の防護に向けた施策や、国

内外の情報セキュリティ関連諸法令への対応等については、情報セキュリティ委員会を定期的に開催（年２回）
し、当社グループ全体の情報セキュリティ施策を企画・推進しております。

③重大な事故・障害、大規模災害等による通信サービスの停止、中断等のリスクを可能な限り低減するため事業継
続計画（BCP）を策定しております。また、非常事態を想定した各種訓練を定期的に実施し、災害等の発生に備
えております。

４．ステークホルダーとの協働に係る取り組み
(1) 全社を挙げて以下の取組みにより、当社グループの活動全体に対する支持と信頼を獲得し、お客さま満足度の向上

と顧客基盤の強化・拡大に取り組んでおります。
①お客さまニーズや苦情への迅速かつ適切な対応によりお客さまの体験価値の向上を目指す CX（Customer 

Experience）活動に取り組んでおり、お客さまと直接接する部門を中心にお客さま体験価値の向上に向けた活動
を推進するための会議体を設置し、継続的な活動を実施しております。

②お客さまに安心、安全で高品質な製品・サービスを提供できるよう、諸法令を遵守するとともに、お客さま向け
の広告や販促物のクリエイティブチェックを行っております。また、景品表示法に関する社内の意識向上に向
け、eラーニング等による啓発活動を実施しております。

(2) 個人投資家、アナリスト、国内外の機関投資家に対する説明会の開催や各種IR資料のホームページ掲載により、当
社グループの広報・IR活動の充実に努めております。

(3) 当社グループを取り巻くビジネスリスクについては、ディスクロージャー委員会を定期的（年４回）に開催し、情
報開示に係る事項の審議を行っております。
その他、投資家向けイベントの開催等により、当社のESG活動に関する認知度向上に努めております。

５．企業集団における業務の適正を確保するための方針
(1) 経営に係る重要事項について、ＫＤＤＩ株式会社と定期的に情報を共有し協議することにより適切な関係を保持しつ

つ、当社グループ全体の業務の適正を確保しております。

(2) 子会社の業務の適正を確保するため、グループ会社管理規程を定め、業務毎の担当部門で子会社を支援する体制を整
備しております。

(3) 子会社の重要な意思決定事項に関し、適宜・適時な報告を行う体制を整備し、子会社との連携を図っております。

(4) グループ会社管理規程に基づき、子会社のリスクを定期的（年３回）に「リスク点検表」で更新し、リスクの把握・
低減に取り組んでおります。

(5) 企業倫理委員会を定期的（年２回）に開催し、コンプライアンスに係る問題、事故の発生状況及び対策等を共有し、
企業倫理の向上に努めております。
また、内部通報制度を導入し、浸透に向けた周知活動を継続して実施しております。

６．内部監査
当社グループ全体の業務全般を対象に監査部門にて内部監査計画を策定、役員へ報告し、同計画に基づき内部監査を

実施しております。監査結果については、代表取締役社長へ報告するとともに、取締役・監査役との共有を図っており
ます。
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②連結計算書類の連結注記表
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連 結 注 記 表
沖縄セルラー電話株式会社

2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31 日まで

（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び連結子会社の名称
・連結子会社の数 ２社
・主要な連結子会社の名称 OTNet株式会社

（注）沖縄通信ネットワーク株式会社は、2022年7月1日付で
商号をOTNet株式会社に変更しております。

２．連結子会社の事業年度に関する事項
連結子会社の事業年度の末日は連結会計年度と同一であります。

３．会計方針に関する事項
⑴ 重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等 主として移動平均法による原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 主として移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

⑵ 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）

機械設備 定率法
機械設備を除く有形固定資産 定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
機械設備 ９～15年
空中線設備 10～42年
建物 ６～50年

②無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

④長期前払費用 定額法
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⑶ 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②ポイント引当金
将来のポイントサービス（「au Ponta ポイントプログラム」等）の利用による費用負担に備えるため、利用実績率に基づき翌連

結会計年度以降に利用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上しております。

③株式給付引当金
株式交付規程に基づく当社の取締役及び管理職への当社株式の交付に備えるため、株式給付債務の見込額のうち、当連結会計年度

に負担すべき額を計上しております。

④固定資産撤去引当金
３Ｇ携帯電話向けサービスの2022年３月末サービス終了に伴い、これら設備の撤去工事に備えるため、撤去費用を合理的に見積

もることが可能な撤去工事について、当該見積額を計上しております。

⑤賞与引当金
従業員に対し支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

⑥役員賞与引当金
役員に対し支給する役員賞与の支出に充てるため、支給見込額により当連結会計年度負担額を計上しております。

⑦契約損失引当金
将来の契約履行に伴い発生する可能性のある損失に備えるため、損失の見込額を計上しております。
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 ⑷ 収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する

通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

電気通信事業に係る収益には、主にモバイル通信サービスにおける収益と固定通信サービスにおける収益が含まれております。
モバイル通信サービスにおける収益は、主に月額使用料及び通信料収入（以下「モバイル通信サービス収入」）と契約事務等の手

数料収入からなります。モバイル通信サービス収入及び契約事務等の手数料収入は、お客さまに対して契約に基づいたサービスを提
供することによって履行義務が充足されると判断し、サービス提供時点で定額料金及び従量課金に基づき認識しております。また、
通信料金の割引については、毎月のモバイル通信サービス収入から控除しております。

これらの取引の対価は請求日から概ね翌月までに受領しております。
なお、契約事務手数料収入及び機種変更手数料収入は、別個の履行義務とは認識することなく、通信サービスと併せて１つの履行

義務として認識し、契約時は契約負債として繰り延べられ、重要な更新オプションが存在する期間にわたり収益として認識しており
ます。

これらの取引の対価は契約時に前受けする形で受領しています。

固定通信サービスにおける収益は、主に音声伝送サービス収入、データ通信サービス収入、FTTHサービス収入、FTTHサービス
に関連する初期工事費用収入からなります。

上記のうち、初期工事費用収入を除いた収入に関するサービスについては、お客さまに対して契約に基づいたサービスを提供する
ことが履行義務であり、サービスを提供した時点において履行義務が充足されると判断し、サービス提供時に収益計上しておりま
す。また、FTTHサービスにおける初期工事費用収入は、残存率を基礎とした見積平均契約期間にわたり、収益を認識しておりま
す。

これらの取引の対価は、請求日から概ね翌月までに受領しております。

お客さまへポイントを付与するカスタマー・ロイヤルティ・プログラムについては、将来の解約等による失効部分を反映したポイ
ントの見積利用率を考慮して算定された交換される特典の独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、お客さまがポイントを
使用し、財またはサービスの支配を獲得した時点で、履行義務を充足したと考えられるため、当該時点において、収益を認識してお
ります。

附帯事業に係る収益には、主に携帯電話端末の販売における収入と電力収入が含まれております。
携帯電話端末の販売における収入（以下「携帯端末収入」）は、主に代理店に対する携帯端末及びアクセサリー類の販売収入から

構成されております。
当社グループが代理店に販売した端末を販売する責任及び在庫リスクは代理店が有していることから、当社グループは、代理店を

本人として取り扱っております。
携帯端末収入は、携帯端末の支配が当社グループから代理店に移転し、履行義務が充足したと考えられる携帯端末の代理店の引き

渡し時点で、収益を認識しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、
出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

また、代理店に対して支払う手数料の一部は、代理店へ携帯端末を販売した時点で携帯端末収入から控除しております。
これらの取引の対価は、代理店に販売後、概ね翌月に受領しております。

電力収入は、電力の小売りサービスにおける収入であり、電力サービスを提供した時点において履行義務が充足されます。電力の
小売りサービスにおける収入については、お客さまとの契約に基づいて識別された履行義務が時の経過またはお客さまにサービスを
提供した時点に基づいて充足されるため、個々の契約内容に基づき、サービス提供期間にわたって収益を認識しております。

なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第103-2に定める代替的な取扱いを適用し、収益を認識しております。
これらの電力の小売りサービスにおける収入の一部については、当該対価の総額から第三者のために回収する額を差し引いた純額

で収益を認識しております。
当社グループが契約の当事者として財またはサービスの提供に主たる責任を有しているか、価格決定権を有しているか等を総合的

に勘案しております。
これらの取引の対価は、請求日から概ね翌月に受領しております。

－ 9 －



2023/05/15 8:59:49 / 22945738_沖縄セルラー電話株式会社_招集通知

連結注記表

⑸ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
①退職給付に係る会計処理

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産
の額を控除した額を計上しております。

連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法
を用いた簡便法を適用しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による定額法によ
り按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計
額に計上しております。

②グループ通算制度の適用
当社及び一部の連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。

（追加情報）
当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人

税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関す
る取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対
応報告第42号第32項(１)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

４．電気通信事業会計規則の適用について
連結計算書類は会社計算規則（平成18年２月７日法務省令第13号）に基づき、同規則及び電気通信事業会計規則（昭和60年郵政省

令第26号）により作成しております。

（会計方針の変更に関する注記）
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用
指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27ー２項に定める経過的な取扱いに従って、時
価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。これによる連結計算書類に与える
影響はありません。
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当連結会計年度計上額

減価償却費 6,182

当連結会計年度計上額

固定資産撤去引当金 718

（表示方法の変更に関する注記）
該当事項はありません。

（会計上の見積りに関する注記）
１．減価償却費
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：百万円）

（２）識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、減価償却資産について、見積耐用年数にわたり、主として定率法及び定額法により償却しております。
見積耐用年数については、過去の使用実績や将来の経済的便益が消費されるパターンなどを考慮し、見積もっております。
翌連結会計年度に新たな法律や規制が制定された場合、あるいは通信技術の急速な発展が生じた場合には、耐用年数の変更により

同期間における連結計算書類に影響を与えるおそれがあります。

２．固定資産撤去引当金
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：百万円）

（２）識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
当連結計算書類に計上した固定資産撤去引当金は、３Ｇ携帯電話向けサービス終了に伴い撤去の対象となる基地局を選定し、その

基地局の撤去において必要となる撤去費用の見積りを用いて算出しております。
撤去費用については、基地局ごとの設備や工事の内容に応じて工数や工事にかかる労務単価を見積もっております。
翌連結会計年度以降において労働市場の変化の影響を受け、公共工事設計労務単価に変更が生じた場合には同期間における連結計

算書類に影響を与えるおそれがあります。

（誤謬の訂正に関する注記）
該当事項はありません。
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当連結会計年度

附帯事業固定資産

有形固定資産 323

無形固定資産 5

合計 329

（連結貸借対照表に関する注記）
１．固定資産圧縮記帳額

国庫補助金等による圧縮記帳額は329百万円であり、連結貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しており、内訳は次のとおりで
あります。

（単位：百万円）

２．担保に供している資産及び担保に係る債務
⑴ 担保に供している資産

該当事項はありません。

⑵ 担保に係る債務
該当事項はありません。
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普通株式 53,755,800株

普通株式 1,495,418株

決議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円) 基準日 効力発生日

2022年６月16日
定時株主総会 普通株式 2,311 86.0 2022年３月31日 2022年６月17日

2022年10月28日
取締役会 普通株式 2,281 86.0 2022年９月30日 2022年12月５日

計 4,593

①配当金の総額 2,355百万円
②１株当たり配当額 45円00銭
③基準日 2023年３月31日
④効力発生日 2023年６月16日

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当連結会計年度末の発行済株式及び自己株式に関する事項
⑴ 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

⑵ 当連結会計年度末における自己株式の種類及び総数

（注）当連結会計年度末日の自己株式のうち、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する株式数は88,188株であります。

２．配当に関する事項
⑴ 配当金支払額

（注）１. 2022年６月16日定時株主総会決議の配当金の総額には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式に対
する配当金３百万円が含まれております。

２. 2022年10月28日取締役会決議の配当金の総額には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式に対する
配当金３百万円が含まれております。

３．2022年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。「１株当たり配当額」につきましては、
当該株式分割前の金額を記載しております。

⑵ 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2023年６月15日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案することを予定しております。

なお、原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
（注）配当金の総額には役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式の配当３百万円が含まれております。

３. 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数
該当事項はありません。

－ 13 －
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
⑴ 金融商品に対する取組方針

当社グループは、主に電気通信事業を行うための設備投資計画等に照らして、必要な資金を営業活動による現金収入により調達して
おり借入金はございません。一時的な余資はＫＤＤＩグループ企業に対する短期的な貸付金に限定して運用しております。

⑵ 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金及び未収入金並びに関係会社短期貸付金は、顧客及び取引先の信用リスクにさらされております。当該リスク

に関しては、当社グループ各社の与信管理基準に則り、相手先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を
毎期把握する体制としております。

営業債務である買掛金及び未払金、未払法人税等は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。
リース債務は主に設備投資に係る資金調達を目的とした長期の取引であり、そのほとんどが固定金利で取引を実施しております。
また、営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクにさらされますが、当社グループでは、各社が適時に資金繰り

計画を作成、更新するなどの方法により管理しております。

⑶ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動するこ

ともあります。

－ 14 －
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連結貸借対照表
計上額 時価 差額

社内長期貸付金 31 30 △0

敷金及び保証金 219 196 △23

資産計 251 226 △24

リース債務 106 105 △1

負債計 106 105 △1

連結貸借対照表
計上額

非上場株式 307

投資事業有限責任組合 76

連結貸借対照表
計上額

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

現金及び預金 3,263 3,263 － － －

売掛金 30,843 21,098 9,744 － －

未収入金 2,752 2,752 － － －

関係会社短期貸付金 30,278 30,278 － － －

連結貸借対照表
計上額

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

リース債務 106 62 44 － －

２．金融商品の時価等に関する事項
2023年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：百万円）

（注）「現金及び預金」、「売掛金」、「未収入金」、「関係会社短期貸付金」、「買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」
については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しておりま
す。

①市場価格のない株式等については、上表には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
す。

（単位：百万円）

非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日）第5項に
基づき、時価開示の対象とはしておりません。

投資事業有限責任組合については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17
日）第24－16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

②金銭債権の決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

③金銭債務の決算日後の償還予定額
（単位：百万円）
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
社内長期貸付金 － 30 － 30
敷金及び保証金 － 196 － 196
リース債務 － 105 － 105

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

・レベル 1 の時価：同一の資産または負債の活発な市場における相場価格
・レベル 2 の時価：資産または負債について、直接的に観察可能なインプットまたは間接的に観察可能なインプットのうち、レベル

１に含まれる相場価格以外のインプット
・レベル 3 の時価：資産または負債について、観察可能な市場データに基づかないインプット（すなわち観察不能なインプット）

①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
　該当事項はありません。

②時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
社内長期貸付金、敷金及び保証金、リース債務

これらの時価については、金融機関が公表する期末時点の借入金利を基にした利率で割り引いた現在価値により算定しており、そ
の時価をレベル2に分類しております。

－ 16 －
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１．１株当たり純資産額 1,892円01銭

２．１株当たり当期純利益 204円58銭

（賃貸等不動産に関する注記）
重要性が乏しいため記載を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）

（注）１. １株当たりの情報の算定において、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式を自己株式として処理して
いることから、期末株式及び期中平均株式数から当該株式数を控除しております。

２. １株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益は、当連結会計年度に行いました株式の分割が当連結会計年度の期首に行わ
れたと仮定してそれぞれ算定しております。

（重要な後発事象に関する注記）
１．自己株式の取得及び自己株式の公開買付け

当社は、2023年４月27日開催の取締役会において、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」
といいます。）第 165 条第３項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条第１項及び当社定款の規定に基づき、自己株式
の取得を行うこと、及びその具体的な取得方法として自己株式の公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行うことを
決議いたしました。

（１）買付け等の目的
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要事項と認識しております。
また、当社は、新型コロナウイルス感染症をはじめ、通信料金の値下げや、資源価格の上昇及び円安に伴う物価上昇などに起因

した当社を取り巻く事業環境の変化を踏まえ、既存事業の深化と成長領域の拡大により、 今後も更なる発展と沖縄の経済を牽引す
る企業となることを目指し、中長期的な企業価値の向上を実現するため、2022 年 10 月 28 日に、2023 年３月期から 2025 年
３月期の三事業年度を対象期間とする中期経営計画 （以下「本中期経営計画」といいます。）を作成いたしました。本中期経営計
画において、財務方針として「５Ｇなどの設備投資、成長に向けた戦略投資を着実に実行」、「３増（増収、増益、連続増配）＋
 配当性向 40％超」、「機動的な自己株式取得」を掲げ、2022 年３月期比＋15％の１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）の成長、具
体的には、計画期間の最終年度である 2025 年３月期の１株当たり当期純利益（ＥＰＳ） を、2022 年３月期の１株当たり当期純
利益（ＥＰＳ）198 円（株式分割を考慮して算出。以下、１株当たり 当期純利益（ＥＰＳ）の計算において同じとします。）から
 30 円増額の 228 円とすることを目標としております。

このような中、当社は、「機動的な自己株式取得」という方針を背景として、上記のとおり2022年５月10 日から 2023 年４月
21 日までを取得期間とする市場買付けの方法による自己株式の取得を進めておりましたが、本中期経営計画で掲げた１株当たり当
期純利益（ＥＰＳ）の成長目標に向けて、更なる自己株式の取得及び消却の実施を検討する必要があると考え、大株主が所有する
当社普通株式の一部を 自己株式として当社が取得することであれば、当社普通株式の流動性を損ねることなく比較的短期間にまと
まった数量の自己株式の取得が可能であり、取得した自己株式を消却することにより当社の１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）及び
自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）等の資本効率の向上に寄与し、株主に対する利益還元に繋がることとなり、株主利益に資するた
めの適切な手法であるという考えの下、当社の親会社であるＫＤＤＩ株式会社（2023年４月27日現在の所有株式数:28,172,000
株、所有割合：53.93％）から、その所有する当社普通株式の一部を取得することを前提とした自己株式の取得について決議いた
しました。

（２）公開買付けの概要
①買付け予定の株式の種類

普通株式
②買付け予定数

3,400,000株
③買付け等の価格

普通株式1株につき2,700円
④買付け等に要する資金

9,232,500,000円
（注）買付予定数（3,400,000 株）をすべて買い付けた場合の買付代金（9,180,000,000円）に、買付 手数料及びその他費用

（本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費 その他諸費用）の見積額を合計したものです。

－ 17 －
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当連結会計年度
電気通信事業営業収益 49,287
附帯事業営業収益 28,011

合計 77,299
顧客との契約から生じる収益 77,053
その他の源泉から生じる収益 246

⑤公開買付け期間
2023 年４月 28 日から 2023 年５月 30 日まで

⑥公開買付け開始公告日
2023 年４月 28 日

⑦決済の開始日
2023 年６月 21 日

２．自己株式の消却について
当社は2023年４月27日開催の取締役会において、会社法第178 条の規定に基づく自己株式の消却を行うことを決議いたしました。

消却の概要
①消却する株式の種類

当社普通株式
②消却する株式の総数

 1,432,400 株 （消却前の発行済株式総数に対する割合 2.66％）
③消却予定日

 2023 年 5 月 18 日
④消却後の発行済株式総数

52,323,400 株

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは、電気通信事業を営む単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおり
であります。

（単位：百万円）

（注）電気通信事業営業収益は、通信サービス（モバイル、固定通信等）が含まれており、附帯事業営業収益には、
携帯電話端末の販売・修理収入やauでんき等が含まれております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）３．会計方針に関

する事項（４）収益及び費用の計上基準」に記載した内容と同一であります。

－ 18 －
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当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権 30,843
契約負債（期首残高） 1,187
契約負債（期末残高） 990

当連結会計年度
１年以内 465
１年超２年以内 259
２年超３年以内 172
３年超 92
合計 990

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する
顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

（１）顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権及び契約負債の内容は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）

連結計算書類上、契約負債は「前受金」「その他の固定負債」に計上しております。
契約負債は、主にモバイル通信サービスにおける契約事務等の手数料収入及びFTTHサービスに関連する初期工事費用収入、モバイル

通信サービス収入等の請求額に応じて、お客さまへポイントを付与するカスタマー・ロイヤルティ・プログラムに関する前受対価であり
ます。

契約負債の増減は、主として前受金の受取り（契約負債の増加）と、収益認識（同、減少）により生じたものであります。
当連結会計年度に認識された収益のうち、期首時点の契約負債残高に含まれていた金額は、それぞれ340百万円及び307百万円であり

ます。

（２）残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）
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（その他の注記）
１．取締役に対する業績連動型株式報酬制度

当社は、取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下同じ）に対して、中長期的な業績向上及び企業価値増大への貢献意欲を
高めることを目的に、役員報酬BIP信託による業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」）を導入しております。

当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対
応報告第30号　平成27年３月26日）に準じております。

⑴ 取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員報酬BIP信託に

関する株式交付規程に従って、当社株式等が信託を通じて交付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の交
付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とします。

⑵ 信託に残存する当社の株式
本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式として計上してお

ります。当連結会計年度の当該株式の帳簿価額は59百万円、株式数は24,378株であります。

２．管理職に対する株式付与制度
当社は、管理職以上の従業員（以下「従業員」）に対して、業績向上を目指した業務遂行を一層促進するためのインセンティブ付け

を図ることを目的に、株式付与ESOP信託による株式付与制度（以下「本制度」）を導入しております。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第30号　平成27年３月26日）を適用しております。

⑴ 取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、従業員に対して、当社が定める株式付与ESOP信託

に関する株式交付規程に従って、当社株式等が信託を通じて交付される株式付与制度です。なお、従業員が当社株式等の交付を受ける
時期は、原則として従業員の退職時とします。

⑵ 信託に残存する当社の株式
本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式として計上してお

ります。当連結会計年度の当該株式の帳簿価額は147百万円、株式数は63,810株であります。

３．新型コロナウイルス感染症の影響について
新型コロナウイルス感染症による影響は、当社グループの財政状態及び経営成績へ一定程度の影響はあったものの重要な影響はあり

ませんでした。当社グループを取り巻く事業環境は予断を許さない状況が続いており、今般の状況を踏まえ現時点で入手可能な情報に
基づき、少なくとも翌連結会計年度を通して影響を及ぼすとの仮定のもと、会計上の見積りを行っております。ただし、今後の状況に
よって判断を見直した結果、当社グループの財政状態及び経営成績において重要な影響を与える可能性があります。

－ 20 －



2023/05/15 8:59:49 / 22945738_沖縄セルラー電話株式会社_招集通知

個別注記表_表紙

③計算書類の個別注記表
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 個 別 注 記 表
沖縄セルラー電話株式会社

2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31 日まで

（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
⑴ 資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
市場価格のない株式等 主として移動平均法による原価法

子会社株式 移動平均法による原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品 移動平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

⑵ 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産

機械設備 定率法
機械設備を除く有形固定資産 定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
機械設備 ９～15年
空中線設備 10～42年
建物 ６～50年

②無形固定資産 定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③長期前払費用 定額法

⑶ 引当金の計上基準
①貸倒引当金

債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
当社は、当事業年度末において年金資産の見込額が退職給付債務見込額から、未認識数理計算上の差異を控除した額を超過してい

るため、当該超過額を投資その他の資産の「前払年金費用」に計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による定額法により按分

した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
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③ポイント引当金
将来のポイントサービス（「au Ponta ポイントプログラム」等）の利用による費用負担に備えるため、利用実績率に基づき翌事

業年度以降に利用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上しております。

④株式給付引当金
株式交付規程に基づく当社の取締役及び管理職への当社株式の交付に備えるため、株式給付債務の見込額のうち、当事業年度に負

担すべき額を計上しております。

⑤固定資産撤去引当金
３Ｇ携帯電話向けサービスの2022年３月末サービス終了に伴い、これら設備の撤去工事に備えるため、撤去費用を合理的に見積も

ることが可能な撤去工事について、当該見積額を計上しております。

⑥賞与引当金
従業員に対し支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

⑦役員賞与引当金
役員に対し支給する役員賞与の支出に充てるため、支給見込額により当事業年度負担額を計上しております。

⑧契約損失引当金
将来の契約履行に伴い発生する可能性のある損失に備えるため、損失の見込み額を計上しております。

⑷ 収益及び費用の会計基準
当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収

益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

電気通信事業に係る収益には、主にモバイル通信サービスにおける収益と固定通信サービスにおける収益が含まれております。
モバイル通信サービスにおける収益は、主に月額使用料及び通信料収入（以下「モバイル通信サービス収入」）と契約事務等の手

数料収入からなります。モバイル通信サービス収入及び契約事務等の手数料収入は、お客さまに対して契約に基づいたサービスを提
供することによって履行義務が充足されると判断し、サービス提供時点で定額料金及び従量課金に基づき認識しております。また、
通信料金の割引については、毎月のモバイル通信サービス収入から控除しております。

これらの取引の対価は請求日から概ね翌月までに受領しております。
なお、契約事務手数料収入及び機種変更手数料収入は、別個の履行義務とは認識することなく、通信サービスと併せて１つの履行

義務として認識し、契約時は契約負債として繰り延べられ、重要な更新オプションが存在する期間にわたり収益として認識しており
ます。

これらの取引の対価は契約時に前受けする形で受領しています。

固定通信サービスにおける収益は、主に音声伝送サービス収入、データ通信サービス収入、FTTHサービス収入、FTTHサービス
に関連する初期工事費用収入からなります。

上記のうち、初期工事費用収入を除いた収入に関するサービスについては、お客さまに対して契約に基づいたサービスを提供する
ことが履行義務であり、サービスを提供した時点において履行義務が充足されると判断し、サービス提供時に収益計上しておりま
す。また、FTTHサービスにおける初期工事費用収入は、残存率を基礎とした見積平均契約期間にわたり、収益を認識しておりま
す。

これらの取引の対価は、請求日から概ね翌月までに受領しております。

お客さまへポイントを付与するカスタマー・ロイヤルティ・プログラムについては、将来の解約等による失効部分を反映したポイ
ントの見積利用率を考慮して算定された交換される特典の独立販売価格を基礎として取引価格の配分を行い、お客さまがポイントを
使用し、財またはサービスの支配を獲得した時点で、履行義務を充足したと考えられるため、当該時点において、収益を認識してお
ります。
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附帯事業に係る収益には、主に携帯電話端末の販売における収入と電力収入が含まれております。
携帯電話端末の販売における収入（以下「携帯端末収入」）は、主に代理店に対する携帯端末及びアクセサリー類の販売収入から

構成されております。
当社が代理店に販売した端末を販売する責任及び在庫リスクは代理店が有していることから、当社は、代理店を本人として取り扱

っております。
携帯端末収入は、携帯端末の支配が当社から代理店に移転し、履行義務が充足したと考えられる携帯端末の代理店の引き渡し時点

で、収益を認識しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時か
ら当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

また、代理店に対して支払う手数料の一部は、代理店へ携帯端末を販売した時点で携帯端末収入から控除しております。
これらの取引の対価は、代理店に販売後、概ね翌月に受領しております。

電力収入は、電力の小売りサービスにおける収入であり、電力サービスを提供した時点において履行義務が充足されます。電力の
小売りサービスにおける収入については、お客さまとの契約に基づいて識別された履行義務が時の経過またはお客さまにサービスを
提供した時点に基づいて充足されるため、個々の契約内容に基づき、サービス提供期間にわたって収益を認識しております。

なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第103-2に定める代替的な取扱いを適用し、収益を認識しております。
これらの電力の小売りサービスにおける収入の一部については、当該対価の総額から第三者のために回収する額を差し引いた純額

で収益を認識しております。
当社が契約の当事者として財またはサービスの提供に主たる責任を有しているか、価格決定権を有しているか等を総合的に勘案し

ております。
これらの取引の対価は、請求日から概ね翌月に受領しております。

⑸ その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
①退職給付に係る会計処理の方法

計算書類において、未認識数理計算上の差異については、貸借対照表における取扱いが連結計算書類と異なっております。貸借対
照表上、退職給付債務に未認識数理計算上の差異を加減した額から、年金資産の額を控除した額を前払年金費用に計上しておりま
す。

②グループ通算制度の適用
当社は、グループ通算制度を適用しております。

（追加情報）
当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税

効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告
第42号　2021年８月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(１)に
基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
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（会計方針の変更に関する注記）
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用
指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27ー２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。これによる計算書類に与える影響はあ
りません。

（表示方法の変更に関する注記）
該当事項はありません。
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当事業年度計上額

減価償却費 4,495

当事業年度計上額

固定資産撤去引当金 718

（会計上の見積りに関する注記）
１．減価償却費
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：百万円）

（２）識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、減価償却資産について、見積耐用年数にわたり、主として定率法及び定額法により償却しております。
見積耐用年数については、過去の使用実績や将来の経済的便益が消費されるパターンなどを考慮し、見積もっております。
翌事業年度に新たな法律や規制が制定された場合、あるいは通信技術の急速な発展が生じた場合には、耐用年数の変更により同期

間における計算書類に影響を与えるおそれがあります。

２．固定資産撤去引当金
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：百万円）

（２）識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
当計算書類に計上した固定資産撤去引当金は、３Ｇ携帯電話向けサービス終了に伴い撤去の対象となる基地局を選定し、その基地

局の撤去において必要となる撤去費用の見積りを用いて算出しております。
撤去費用については、基地局ごとの設備や工事の内容に応じて工数や工事にかかる労務単価を見積もっております。
翌事業年度以降において労働市場の変化の影響を受け、公共工事設計労務単価に変更が生じた場合には同期間における計算書類に

影響を与えるおそれがあります。

（誤謬の訂正に関する注記）
該当事項はありません。
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①関係会社に対する短期金銭債権 33,213百万円
②関係会社に対する短期金銭債務 9,594百万円

当事業年度

附帯事業固定資産

有形固定資産 323

無形固定資産 5

合計 329

①関係会社との営業取引による受取額 3,476百万円
②関係会社との営業取引による支払額 29,912百万円
③関係会社との営業取引以外（資金貸借以外）の受取額 25百万円

（貸借対照表に関する注記）
⑴ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

⑵ 保証債務
該当事項はありません。

⑶ 固定資産圧縮記帳額
国庫補助金等による圧縮記帳額は329百万円であり、貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しており、内訳は次のとおりであり

ます。

（単位：百万円）

（損益計算書に関する注記）
⑴ 関係会社との取引高
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普通株式 53,755,800株

普通株式 1,495,418株

決議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円) 基準日 効力発生日

2022年６月16日
定時株主総会 普通株式 2,311 86.0 2022年3月31日 2022年６月17日

2022年10月28日
取締役会 普通株式 2,281 86.0 2022年9月30日 2022年12月５日

計 4,593

１．配当金の総額 2,355百万円
２．１株当たり配当額 45円00銭
３．基準日 2023年３月31日
４．効力発生日 2023年６月16日

（株主資本等変動計算書に関する注記）
⑴ 当事業年度末における発行済株式の種類及び総数

⑵ 当事業年度末における自己株式の種類及び総数

（注）当事業年度末日の自己株式のうち、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する株式数は88,188株であります。

⑶ 配当に関する事項
①配当金支払額

（注）１. 2022年6月16日定時株主総会決議の配当金の総額には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式に対
する配当金３百万円が含まれております。

２. 2022年10月28日取締役会決議の配当金の総額には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式に対する
配当金３百万円が含まれております。

３．2022年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。「１株当たり配当額」につきましては、
当該株式分割前の金額を記載しております。

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
2023年６月15日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案することを予定しております。

なお、原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
（注）配当金の総額には役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式の配当３百万円が含まれております。

⑷ 当事業年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数
該当事項はありません。
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繰延税金資産
減価償却費超過額 247
未払事業税否認 88
未確定債務否認 123
前受金否認 607
ポイント引当金否認 48
契約損失引当金否認 64
固定資産撤去引当金否認 214
株式給付引当金否認 44
賞与引当金否認 90
貯蔵品評価損否認 55
資産除去債務否認 70
その他 10

繰延税金資産計 1,664

繰延税金負債
資産除去債務 △49
前払年金費用 △52

繰延税金負債計 △101
繰延税金資産の純額 1,562

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円）

（リースにより使用する固定資産に関する注記）
ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）
⑴ 金融商品の状況に関する事項
①金融商品に対する取組方針

当社は、主に電気通信事業を行うための設備投資計画等に照らして、必要な資金を営業活動による現金収入により調達しておりま
す。借入金は当社グループ企業からの借入金に限定しており、一時的な余資は当社グループ企業に対する短期的な貸付金に限定して
運用しております。

②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金及び未収入金並びに関係会社短期貸付金は、顧客及び取引先の信用リスクにさらされております。当該リス

クに関しては、当社の与信管理基準に則り、相手先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を毎期把握
する体制としております。

営業債務である買掛金及び未払金、未払法人税等は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。
また、営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクにさらされますが、当社では、適時に資金繰り計画を作成、

更新するなどの方法により管理しております。

③金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動する

こともあります。
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貸借対照表計上額 時価 差額

社内長期貸付金 31 30 △0

敷金及び保証金 219 195 △23

資産計 251 226 △24

貸借対照表計上額

非上場株式 307

投資事業有限責任組合 76

関係会社株式（非上場） 3,112

貸借対照表
計上額

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

現金及び預金 2,585 2,585 － － －

売掛金 30,364 20,619 9,744 － －

未収入金 2,768 2,768 － － －

関係会社短期貸付金 30,575 30,575 － － －

貸借対照表
計上額

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

関係会社短期借入金 2,301 2,301 － － －

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
2023年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：百万円）

（注）「現金及び預金」、「売掛金」、「未収入金」、「関係会社短期貸付金」、「買掛金」、「関係会社短期借入金」、
「未払金」、「未払法人税等」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものである
ことから、注記を省略しております。

①市場価格のない株式等については、上表には含めておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位：百万円）

非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日）第5項
に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

投資事業有限責任組合については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17
日）第24－16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

②金銭債権の決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

③金銭債務の決算日後の償還予定額
（単位：百万円）
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
社内長期貸付金 － 30 － 30
敷金及び保証金 － 195 － 195

⑶ 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。
・レベル１の時価：同一の資産または負債の活発な市場における相場価格
・レベル２の時価：資産または負債について、直接的に観察可能なインプットまたは間接的に観察可能なインプットのうち、レベ

ル１に含まれる相場価格以外のインプット
・レベル３の時価：資産または負債について、観察可能な市場データに基づかないインプット（すなわち観察不能なインプット）

①時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
該当事項はありません。

②時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
社内長期貸付金、敷金及び保証金

これらの時価については、金融機関が公表する期末時点の借入金利を基にした利率で割り引いた現在価値により算定しており、
その時価をレベル2に分類しております。

（賃貸等不動産に関する注記）
重要性が乏しいため記載を省略しております。

（持分法損益等に関する注記）
該当事項はありません。
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種 類 会社等の名称 所在地
資 本 金 又
は 出 資 金
（百万円）

事業の内容
又 は 職 業

議決権等の
所有（被所
有 ） 割 合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取 引 金 額

（ 百 万 円 ） 科 目 期 末 残 高
（ 百 万 円 ）

親会社 ＫＤＤＩ株式会社 東京都
新宿区 141,852 電 気 通 信

事 業
（被所有）

直接
54.1％
間接
－

携帯電話端末の
仕入、通信設備
の購入及び保守
の委託等

役員の兼任

業務受託及びアクセ
スチャージ（受取） 243 未収入金 136

貸付金の回収 37,844 関 係 会 社
短期貸付金 30,278

資 金 の 貸 付 33,403

利 息 の 受 取 43 ― ―
携帯電話端末及び
関 連 商 品 の 購 入 12,654 買 掛 金 1,642

通信システム
等 の 購 入 2,524 未 払 金 363

業務委託及びアクセ
スチャージ（支払） 2,118 ― ―

業 務 委 託
回 線 料 1,765 未 払 金 199

コ ン テ ン ツ
運 用 委 託 費 1,298 未 払 金 123

債 権 譲 渡
手 数 料 1,572 ― ―

支 援 料 320 未 払 金 29

（関連当事者との取引に関する注記）
⑴ 親会社及び法人主要株主等

取引条件及び取引条件の決定方針等
１. 業務受託及び業務委託については、双方協議のうえ卸電気通信役務の提供に関する契約等を締結しております。また、アクセス

チャージについては、双方協議のうえ相互接続に関する協定を締結しております。
２. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け入れておりません。
３. 携帯電話端末の仕入及び通信設備の購入については、同社からの見積原価により相互交渉のうえ決定しております。
４. 業務委託回線料については、交渉のうえ定められた利用契約に関する取引条件に基づき支払っております。
５. コンテンツ運用委託費及び債権譲渡手数料については、一般取引条件を参考に双方協議のうえ決定しております。
６. 支援料については、経営及び業務支援の対価として、協議のうえ定められた料率を基に算定し支払っております。

－ 32 －
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種 類 会社等の名称 所在地
資 本 金 又
は 出 資 金
（百万円）

事業の内容
又 は 職 業

議決権等の
所有（被所
有 ） 割 合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取 引 金 額

（ 百 万 円 ） 科 目 期 末 残 高
（ 百 万 円 ）

子会社 OTNet株式会社 沖縄県
那覇市 1,184 電 気 通 信

事 業
（所有）

直接
76.0％
間接
－

通信回線の
賃借、設備
保守委託等
役員の兼任

借入金の返済 800 関 係 会 社
短期借入金 2,301

資 金 の 借 入 2,301

利 息 の 支 払 1 － －
FTTH通信設
備 使 用 料 2,925 未 払 金 273

⑴ １株当たり純資産額 1,814円49銭

⑵ １株当たり当期純利益 192円63銭

当事業年度
電気通信事業営業収益 46,501
附帯事業営業収益 26,951

合計 73,453
顧客との契約から生じる収益 73,108
その他の源泉から生じる収益 344

⑵ 子会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
１．資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．FTTH通信設備使用料については、双方協議のうえ卸電気通信役務に関する契約書等を締結しております。

⑶ 兄弟会社等
重要性が乏しいため記載を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）

（注）１. １株当たりの情報の算定において、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式を自己株式として処理して
いることから、期末株式及び期中平均株式数から当該株式数を控除しております。

２. １株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益は、当事業年度に行いました株式の分割が当事業年度の期首に行われたと仮
定してそれぞれ算定しております。

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、電気通信事業を営む単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりでありま
す。

（単位：百万円）

（注）電気通信事業営業収益は、通信サービス（モバイル、固定通信等）が含まれており、附帯事業営業収益には、
携帯電話端末の販売・修理収入やauでんき等が含まれております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）（４）収益及び費用の会計基準」に記載し

た内容と同一であります。
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当事業年度
顧客との契約から生じた債権 30,364
契約負債（期首残高） 1,122
契約負債（期末残高） 906

当事業年度
１年以内 436
１年超２年以内 234
２年超３年以内 154
３年超 81
合計 906

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客
との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

（１）顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権及び契約負債の内容は、以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

計算書類上、契約負債は「前受金」「その他の固定負債」に計上しております。
契約負債は、主にモバイル通信サービスおける契約事務等の手数料収入及びFTTHサービスに関連する初期工事費用収入、モバイル通

信サービス収入等の請求額に応じて、お客さまへポイントを付与するカスタマー・ロイヤルティ・プログラムに関する前受対価でありま
す。

契約負債の増減は、主として前受金の受取り（契約負債の増加）と、収益認識（同、減少）により生じたものであります。
当事業年度に認識された収益のうち、期首時点の契約負債残高に含まれていた金額は、それぞれ320百万円及び307百万円でありま

す。

（２）残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）

（重要な後発事象に関する注記）
１．自己株式の取得及び自己株式の公開買付け

当社は、2023年４月27日開催の取締役会において、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」
といいます。）第 165 条第３項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条第１項及び当社定款の規定に基づき、自己株式
の取得を行うこと、及びその具体的な取得方法として自己株式の公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行うことを
決議いたしました。

（１）買付け等の目的
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要事項と認識しております。
また、当社は、新型コロナウイルス感染症をはじめ、通信料金の値下げや、資源価格の上昇及び円安に伴う物価上昇などに起因

した当社を取り巻く事業環境の変化を踏まえ、既存事業の深化と成長領域の拡大により、 今後も更なる発展と沖縄の経済を牽引す
る企業となることを目指し、中長期的な企業価値の向上を実現するため、2022 年 10 月 28 日に、2023 年３月期から 2025 年
３月期の三事業年度を対象期間とする中期経営計画 （以下「本中期経営計画」といいます。）を作成いたしました。本中期経営計
画において、財務方針として「５Ｇなどの設備投資、成長に向けた戦略投資を着実に実行」、「３増（増収、増益、連続増配）＋
 配当性向 40％超」、「機動的な自己株式取得」を掲げ、2022 年３月期比＋15％の１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）の成長、具
体的には、計画期間の最終年度である 2025 年３月期の１株当たり当期純利益（ＥＰＳ） を、2022 年３月期の１株当たり当期純
利益（ＥＰＳ）198 円（株式分割を考慮して算出。以下、１株当たり 当期純利益（ＥＰＳ）の計算において同じとします。）から
 30 円増額の 228 円とすることを目標としております。

このような中、当社は、「機動的な自己株式取得」という方針を背景として、上記のとおり2022年５月10 日から 2023 年４月
21 日までを取得期間とする市場買付けの方法による自己株式の取得を進めておりましたが、本中期経営計画で掲げた１株当たり当
期純利益（ＥＰＳ）の成長目標に向けて、更なる自己株式の取得及び消却の実施を検討する必要があると考え、大株主が所有する

－ 34 －



2023/05/15 8:59:49 / 22945738_沖縄セルラー電話株式会社_招集通知

個別注記表

当社普通株式の一部を 自己株式として当社が取得することであれば、当社普通株式の流動性を損ねることなく比較的短期間にまと
まった数量の自己株式の取得が可能であり、取得した自己株式を消却することにより当社の１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）及び
自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）等の資本効率の向上に寄与し、株主に対する利益還元に繋がることとなり、株主利益に資するた
めの適切な手法であるという考えの下、当社の親会社であるＫＤＤＩ株式会社（2023年４月27日現在の所有株式数:28,172,000
株、所有割合：53.93％）から、その所有する当社普通株式の一部を取得することを前提とした自己株式の取得について決議いた
しました。

（２）公開買付けの概要
①買付け予定の株式の種類

普通株式
②買付け予定数

3,400,000株
③買付け等の価格

普通株式1株につき2,700円
④買付け等に要する資金

9,232,500,000円
（注）買付予定数（3,400,000 株）をすべて買い付けた場合の買付代金（9,180,000,000円）に、買付 手数料及びその他費用

（本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費 その他諸費用）の見積額を合計したものです。
⑤公開買付け期間

2023 年４月 28 日から 2023 年５月 30 日まで
⑥公開買付け開始公告日

2023 年４月 28 日
⑦決済の開始日

2023 年６月 21 日

２．自己株式の消却について
当社は2023年４月27日開催の取締役会において、会社法第178 条の規定に基づく自己株式の消却を行うことを決議いたしました。

消却の概要
①消却する株式の種類

当社普通株式
②消却する株式の総数

 1,432,400 株 （消却前の発行済株式総数に対する割合 2.66％）
③消却予定日

 2023 年 5 月 18 日
④消却後の発行済株式総数

52,323,400 株

（連結配当規制適用会社に関する注記）
当社は連結配当規制の適用会社であります。

（資産除去債務に関する注記）
重要性が乏しいため記載を省略しております。
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（その他の注記）
１．取締役に対する業績連動型株式報酬制度

当社は、取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下同じ）に対して、中長期的な業績向上及び企業価値増大への貢献意欲を
高めることを目的に、役員報酬BIP信託による業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」）を導入しております。

当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対
応報告第30号　平成27年３月26日）に準じております。

⑴ 取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員報酬BIP信託に

関する株式交付規程に従って、当社株式等が信託を通じて交付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の交
付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とします。

⑵ 信託に残存する当社の株式
本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式として計上してお

ります。当事業年度の当該株式の帳簿価額は59百万円、株式数は24,378株であります。

２．管理職に対する株式付与制度
当社は、管理職以上の従業員（以下「従業員」）に対して、業績向上を目指した業務遂行を一層促進するためのインセンティブ付け

を図ることを目的に、株式付与ESOP信託による株式付与制度（以下「本制度」）を導入しております。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第30号　平成27年３月26日）を適用しております。

⑴ 取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、従業員に対して、当社が定める株式付与ESOP信託

に関する株式交付規程に従って、当社株式等が信託を通じて交付される株式付与制度です。なお、従業員が当社株式等の交付を受ける
時期は、原則として従業員の退職時とします。

⑵ 信託に残存する当社の株式
本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式として計上してお

ります。当事業年度の当該株式の帳簿価額は147百万円、株式数は63,810株であります。

３．新型コロナウイルス感染症の影響について
新型コロナウイルス感染症による影響は、当社の財政状態及び経営成績へ一定程度の影響はあったものの重要な影響はありませんで

した。当社を取り巻く事業環境は予断を許さない状況が続いており、今般の状況を踏まえ現時点で入手可能な情報に基づき、少なくと
も翌事業年度を通して影響を及ぼすとの仮定のもと、会計上の見積りを行っております。ただし、今後の状況によって判断を見直した
結果、当社の財政状態及び経営成績において重要な影響を与える可能性があります。
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